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開会に先立ち担当職員の紹介及び傍聴者なしを報告。  

１ 開 会  

２ あいさつ  

３ 議 事  

 (1) 行田市情報公開条例改正の素案についてを議題とする。  

 事務局に説明を求める。  

 資料１～３を基に条例改正の趣旨及び改正の内容について説明。

 質疑を問う。  

 今回の改正は、法律の上位、下位を考慮すると、情報公開法が建

築基準法より上位となるので、情報公開条例を改正しなくてもよい

のではないか。  

 また、営利目的かどうかの判断は、どのように考えるのか。  

 事務局では、法律の上位、下位をどのように考えるのか。  

 一般法、特別法の関係にあるときは、法律の上位、下位の概念が

考えられる旨を説明。  

 情報公開法の公開方法に関しては特別法ではないと考えるとい

うことでよいか。  

 その旨である。  

 特別法とはどのようなものか。  

 一般的にいえば、特別な分野に対しては一般的な法律の他にその

分野特有の規律が必要であることから、特別法が定められることが

あり、この場合には一般法に優先する旨を説明。  

 了承。  

 今回の改正については、営利目的かどうかの判断は難しいところ

だが、他の法令等に閲覧や写しの交付等の公開に関する規定が定め
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られている場合は、当該法令等に基づいて公開を行うこととする改

正ということでよいか。  

 その旨である。  

 他に質疑があるか問う。  

 市として運用が行い易くなるのか。  

 解釈、運用は一つにしておきたいということでよいか。  

 その旨である。  

 他に質疑があるか問う。  

 質疑がなければ、改正の素案はこれでよろしいか。  

 了承。  

 続いて、(2) 平成１９年度情報公開及び個人情報保護制度の運用

状況についてを議題とする。  

 事務局に報告を求める。  

 資料４を基に平成１９年度情報公開及び個人情報保護制度の運

用状況について説明。  

 質疑を問う。  

 届出のまとめは、いつを基準にしているか。  

 毎年、各年度末でまとめている旨、また、個人情報取扱業務の届

出については、各所属で個人情報の取扱いが生じたときに随時届出

を受けている旨を説明。  

 了承。  

 この報告については、公開請求がなされたものであると解釈して

よいか。  

 その旨である。  

 了承。  
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 議題の (1)に戻ってしまうが、条文等について、一般には解釈する

のが難しいのではないか。もっと分かり易い文で表記したほうがよ

いと思うがどうか。  

 条文の表記については、法に倣って行っているのが現状となって

いる旨を説明。  

 条文の表記には、形式等もあると思うが、今回の意見も組み入れ

て進めていってもらいたい。  

 他に質疑があるか問う。  

 質疑がないので、 (3) その他を議題とする。  

 事務局に報告を求める。  

 平成１９年度情報公開及び個人情報保護制度の運用状況につい

て、情報公開条例第２７条及び個人情報保護条例第３６条の規定に

基づき、市報９月号において公表を行う旨を報告。  

 質疑を問う。  

 個人情報取扱業務の届出については、随時、受け付けているとの

ことだが、資料４の届出件数と市報の届出件数が同数ということ

は、平成２０年度は今のところ届出がないということか。  

 資料４の届出件数と市報の届出件数は、ともに平成１９年度末の

数値なので同数となっている旨を説明。  

 了承。  

 他に質疑があるか問う。  

 条例改正の予定はどのように考えているか。  

 １２月市議会に上程し、来年の４月施行を予定している旨を説

明。  

 [意見交換 ] 
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  委託業者における個人情報の取扱いについて  

４ 閉 会  

 


